
６ 最近の諸調査の成果

年度（平成 年度）のノリ不作を契機として、有明海の環境変化の原因究明の2000 12
ために行った調査・研究としては、

「開門総合調査」①農林水産省九州農政局が平成 ～ 年度で実施した14 15
②経済産業省（資源エネルギー庁 、国土交通省（河川局、港湾局及び海上保安庁 、） ）

環境省（環境管理局）及び農林水産省（水産庁及び農村振興局）の４省が連携して

平成 ～ 年度に実施した （国土総合開発事業調整費調13 14 「有明海海域環境調査」

査、以下 という ）「国調費調査」 。

③水産庁が中心となり(独)水産総合研究センターが大学や関係県の水産研究機関と連

「有明海の海洋環境の変化が生物生産に及携して平成 ～ 年度で実施している13 15
ぼす影響の解明 （行政対応特別研究）」

の３つがある。その成果（行政対応特別研究については中間成果）のうち、ノリ不作

等第三者委員会の見解で指摘された６項目に関連するものについて、以下に述べる。

（１）潮位・潮流

①開門総合調査

国調費調査で構築した有明海の流動を再現する数値シミュレーションモデルに、

短期開門調査の条件を与えてシミュレーションを行い、現地での観測データと比較

したところ、概ね良好な結果が得られ、モデルの再現性が検証できた。

また、このモデルを使って潮受堤防の有無による有明海全体の流動への影響を検

討したところ、有明海湾奧の潮位に約 の差（図 ）がみられ、潮流（流速、1.5% 6-1
流向）については、影響は諫早湾周辺海域に止まっていた（図 。6-2）

、 （ ）、さらに 有明海の約 年間の潮位観測データから求めた年平均の潮差 干満差30
大潮差（大潮時の干満差）等の経年変化からは、潮受堤防の工事期間や最終締切時

の前後で明らかな変化はみられなかった（図 。6-3）
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図 潮受堤防による有明海の大潮差への影響（コンピュータ解析による）6-1

図 潮受堤防による有明海湾奥の潮流への影響（コンピュータ解析による）6-2

潮受堤防

潮受堤防
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図 有明海湾奥（大浦）の年平均潮差 の推移（潮位の観測データによる）6-3 ＊１

＊１ 年平均潮差：満潮位と干潮位の差（潮差）の年平均値
＊２ 指数 ：昭和45年～平成13年の平均値を100としたときの各年の値

②国調費調査

有明海の 年間の流動特性を観測データにより検討したところ、有明海湾口部30
（口之津）の潮位差は、年による変動はあるものの顕著な増減の傾向はみられない

が、有明海の湾央部（三角）及び湾奥部（大浦）では潮位差が年々減少しており、

この傾向は湾奥部のほうが顕著である。また、平均潮位は、有明海及び外洋の長崎

や枕崎でも近年上昇しており、湾口からの潮流は反時計回りを示している。

流動モデルを使った数値シミュレーションにより有明海の流動特性を検討したと

ころ、有明海の海水交換を年間平均滞留時間でみると約５０日となるが、季節でみ

ると降水量の多い夏季には４０日程度となる。また、平均輸送速度（任意の期間に

おける平均流量と平均水深から求めた流速）からは、大牟田市より以北の湾奥部で

は冬季、夏季ともに反時計回りの循環流の傾向がみられ、また、諫早湾より以南の

有明海の湾央から湾口にかけては南下流の傾向があり、特に島原半島に沿う南下流

が優勢な傾向が確認された。

③行政対応特別研究

有明海の潮汐流の経年変動を把握したところ、湾奥ほど潮差の年平均値とその変

動幅は大きく、潮差は ・ 年頃極大、 年頃極小、 年以降は減少傾向にあ1979 95 88 96
り、 分潮の調和定数の経年変動は、 または 年～ 年にかけて減少傾向にM2 87 89 99
あり、大浦では 年から 年の間に 減少した。1980 99 4%
また、有明海に波及する外海水の季節・経年変動、開口部での海水交流・交換を

90調べたところ、湾口部の透明度と塩分（底層）は、冬から春に増加、透明度は

年代に増加傾向にあるとともに、塩分は、 年には湾中央まで高塩分化し、これは95
筑後川等河川流入量の変化とほぼ対応している。

さらに、生物生産に影響を及ぼす環境変動の一要因として流向・流速を把握した

ところ、大浦沖において、北流を示す平均流が認められた（北流成分 ；中4.5cm/s
層極大値 。）



（２）水質・干潟

①開門総合調査

佐賀県沖の泥質干潟での現地調査等により泥質干潟の干潟生態系モデルを構築

し、このモデルに諫早干潟における過去の生物調査等の結果を適用して、諫早干潟

10.6の水質浄化機能を推定したところ 単位面積あたりの年間平均浄化量は 窒素で、 、

㎎ ㎡日となった（図 。N/ / 6-4）
これを現在の潮受堤防内側の干潟域及び浅海域全体でみると、本明川等の陸域か

らの平均流入負荷量の窒素で約 に相当し、また、有明海に陸域から流入する負36%
荷量と比較するとその約 に相当した。0.5%

、 、次に 国調費調査で構築した水質モデルに上記の干潟生態系モデルを組み込んで

数値シミュレーションにより潮受堤防の有無による有明海の化学的酸素要求量、全

窒素、全リンへの影響について検討を行ったところ、諫早湾外の有明海では有意な

差はみられなかった（図 。6-5）
さらに、公共用水域水質測定等の水質観測データを潮受堤防の締切前後で比較し

たところ、これに起因すると考えられるような水質の変化はなく（図 、諫早湾6-6）
干拓事業に係る環境モニタリングからも、諫早湾内での水質の富栄養化の傾向はみ

られなかった。

図 諫早干潟の水質浄化機能の推定6-4
（佐賀県沖の泥質の干潟の現地調査、室内試験とコンピュータ解析などによる）
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）図 潮受堤防による有明海の水質への影響（コンピュータ解析による6-5

）図 有明海の水質（全窒素）の推移（公共用水域水質測定データによる6-6

潮受堤防
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②国調費調査

水質の観測データから有明海の 年間の水質変動を検討したところ、有明海に30
おいては、湾奥部の筑後川などの大きな流域を持つ河川の流入に、水温や塩分等が

左右されており、 や栄養塩についても、有明海の湾奥もしくは大河川の河口COD
前面海域で濃度が高く、有明海の湾口に向かうにつれて、低くなる傾向を示してい

る。

水質モデルを使った数値シミュレーションにより、有明海全域において年間を通

して栄養塩類等の濃度を再現したところ、環境改善のマクロ的な検討に必要な精度

は得られたと考えられたことから、このモデルを使って、流入負荷対策と底質改善

対策について、水質改善効果を検討したところ、環境改善方策として有効であると

の結果が得られた。

③行政対応特別研究

栄養塩の現存量、供給量の動態並びに透明度変化の実態解明を行ったところ、有

明海湾奥部の栄養塩（ 、 、 ）の平均濃度は、明瞭な季節変化を示し、梅雨DIN DIP Si
期に高く冬に低かった、一方、経年的には明瞭な変化は認められなかった。また、

佐賀県における は、長期的には（ ～ 年）増加傾向を示した。一方、COD 1972 97
、 、 、 、透明度は 最近 年間で 長洲以北で最大 長洲以南で最大 増加したが25 1m 2.5m

この現象には外海水との海水交換の増加以外の要因も関与していると推察された。

植物プランクトンへの摂食圧からみた二枚貝の浄化機能の解明を行ったところ、

アサリ濾水量は 年代後半～ 年代前半では ～ 億 日、近年はその 以70 80 8 13 kl/ 10%
500下と推定されたともに、アサリ漁獲による窒素取り上げ量は、アサリ最盛期で

～ 年、近年 ～ ｔ年と推定された。また、飼育実験によるアサリの濾水900t/ 30 70 /
速度は、冬季に高く夏季に低いような季節変化を示した。



（３）貧酸素水塊

①開門総合調査

諫早湾における水質の連続観測結果から、調整池からの間歇排水の影響は諫早湾

の湾口では観測されず、及んでいないこと（図 ）が明らかとなった。また、国6-7
調費調査の流動モデルを使った数値シミュレーションにより出水時における有明海

表層の塩分の挙動について検討したところ、有明海湾奥の大河川の河口域から供給

された低塩分水が諫早湾湾口へ達する状況が再現された（図 。6-8）
さらに、佐賀県沖での水質観測結果から、佐賀県沖でも諫早湾とほぼ同時期に貧

酸素水塊が発生していることが明らかとなり、酸素飽和度は北部海域で低くなる傾

向がみられた（図 。6-9）
なお、浅海定線データによれば、佐賀県沖では 年代から底層の貧酸素現象1970
が観測されている（図 。5-10）

）図 調整池からの排水による諫早湾表層の塩分への影響 連続観測データによる6-7 （

潮受堤防
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）図 有明海表層の塩分の分布状況（コンピュータ解析による6-8

注）貧酸素に関する定義については、溶存酸素濃度と酸素飽和度による２つの方法があり、その設定値について

は必ずしも定まっていない。このため、ここでは、観測された溶存酸素濃度をその時点での水温や塩分に基づ

いて酸素飽和度に換算し、この飽和度が40%以下の値になった場合を貧酸素とした。

図 佐賀県沖から諫早湾にかけての酸素飽和度の断面分布(平成14年8月1日)6-9

潮受堤防

潮受堤防

 平成 13 年 7 月 11～13 日にかけて約

200mm の降雨があった後、有明海湾奥

の低塩分水が、諫早湾湾口に達する状況

がみられました。 

図は７月１６日の計算結果です。 
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②国調費調査

浅海定線のデータ（福岡県、佐賀県のデータ：約 年分）を整理してみると、20
福岡県では全観測点で底層（海底から ｍの高さ）の溶存酸素量( )が を1 DO 2mg/L
下回ることはなく、 を下回ることも比較的少なかったのに対し、佐賀県では4mg/L
多くの地点で を下回る時期がみられ、福岡の結果と比較すると全体的に底層4mg/L
の は低めの値を示していた。このように、有明海の湾奥などでは が低く、DO DO
貧酸素化がみられるのに対して、有明海の湾央から湾口部ではみられない。

また、水質モデルを使った数値シミュレーションにより８月の有明海の （最DO
下層）を検討したところ、佐賀県沖で最も低い濃度がみられ、湾口に向かって濃度

が高くなっている。 年も、 年も有明海湾奥部で大河川からの出水が原因2000 2001
と考えられる貧酸素水塊が発生しており、これらは、湾央部から湾口部にかけては

みられず、大牟田から竹崎を結んだ以北において生じており、諫早湾以南では生じ

ていない。特に、 年の夏場には湾奥部でそうした現象がみられる。2001

③行政対応特別研究

2001 2002貧酸素水塊の分布、移動・拡散を水平的、経時的に把握したところ、 、

年の夏に、有明海湾奥部と諫早湾における連続観測によって、底層に貧酸素水塊が

発生したことが捉えられた。有明海湾奥部の底層に発生した貧酸素水塊は、引き潮

によって湾央近くまで移動した。貧酸素状態は、気象擾乱が起きた時に一時的に解

消されたが、その後、短期間に再形成され、そこの底泥の酸素消費速度は、 ～0.59
日で三河湾での値に近かった。1.04g/m /2



（４）底質・底生生物

①開門総合調査

底質モデルを構築して、数値シミュレーションを行い、潮受堤防の有無による底

質の粒度への影響を検討したところ、諫早湾口の一部に細粒化傾向がみられた（図

）が、諫早湾干拓事業において実施している環境モニタリングの結果からは湾6-10
口付近の底質の粒度に一定の変化傾向はみられなかった（図 。5-13）

図 潮受堤防による諫早湾底質の粒度への影響（コンピュータ解析による）6-10

②国調費調査

有明海の底質について、潮汐流を主な外力とする底泥輸送シミュレーションを行

い、現地観測結果と比較したところ、特に湾奥部での平均流に起因する、浮遊泥の

基本的な輸送パターンが再現できていることを確認し、さらに底泥の侵食・堆積傾

向を示した。

底泥輸送モデルを使った数値シミュレーションにより、底質改善対策の効果を検

討したところ、筑後川河口・柳川地先において対策を行うと、その浮泥堆積を抑制

する範囲が、湾奥部の広い範囲まで及んだ。このことから、湾奥部における対策と

あわせて筑後川河口・柳川地先の対策も必要と考えられた。

潮受堤防 潮受堤防
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また、現地調査の結果によると、有明海の底生生物は、種類数・個体数は湾奥部

と湾東部の熊本県沿岸が少なく、多毛類の占める割合が高くなっている。湾中央部

から湾口部は種類数・個体数とも多くなっており、湾中央部では小型甲殻類の割合

が高く 湾口部ではカニ類やヒトデなどが多くなっている 環境省が 年 月(冬、 。 2001 2
季)および 月(夏季)に行った底生生物調査によると、マクロベントスの種類数・8
個体数は冬季と夏季で大差なく、冬季・夏季ともに環形動物の占める割合が高い調

査点が多かった。

③行政対応特別研究

有明海湾奥・諫早湾における表層堆積物の化学特性を把握したところ、有明海湾

奥西部干潟域では、河川由来の陸起源粒子に加え、植物プランクトン起源粒子の堆

。 、 、積がみられた 諫早湾では 植物プランクトン起源粒子の堆積がみられたとともに

、 。諫早湾北部では 植物プランクトン起源粒子とともに陸起源粒子の堆積もみられた

有明海湾奥西部と諫早湾北部では、底質が周囲に比べて還元状態にあった。
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（５）赤潮・プランクトン

①開門総合調査

国調費調査で構築された水質モデルを使い、赤潮の発生指標となるクロロフィル

、 ，ａを用いて 潮受堤防の有無あるいは諫早干潟の有無による影響を検討したところ

諫早湾外の有明海では明らかな差はみられなかった（図 。6-11）

図 潮受堤防の有無による第１層のｸﾛﾛﾌｨﾙａの数値ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ結果（平成12年平均）6-11

②国調費調査

有明海の赤潮の長期的な推移を検討したところ、プランクトンの沈殿量からみる

と、有明海では冬季にプランクトン量が増加するものと考えられ、赤潮発生件数は

年によって変動するが、おおよそ年間 ～ 件程度で過去 年程度は増加する10 35 10
傾向がみられた。有明海の赤潮は珪藻類が原因種となることが多いことが特徴であ

1,2,3 7,8,9り、発生件数の半分程度を占めていた。また、珪藻類は冬季( 月)と夏季(

月)に最も出現回数が多く、鞭毛藻類は夏季に多かった。

次に赤潮発生状況と気象データの最近 年間程度の関係を整理してみると、有10
明海の赤潮は、概ね降雨型であり、降雨後に継続する好天によって赤潮が発生して

いることがわかった。ノリ不作になった 年をみると、秋季に細胞数の最も高2000
い赤潮が確認され、 年 月の降雨とそれに続く晴天の持続に高水温が加わっ2000 11
て、赤潮が発生したと考えられる。

また、水質モデルを使った数値シミュレーションにより、流入負荷対策と底質改

善対策を行った場合の赤潮発生の抑制効果をクロロフィルａ濃度を指標として検討

したところ、赤潮の発生抑制に一定の効果がみられた。

   潮受堤防が無い場合 潮受堤防が有る場合 

諫早湾内を除き、有明海
のｸﾛﾛﾌｨﾙ a の分布には、
明らかな差はみられない

潮受堤防
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③行政対応特別研究

プランクトンの現存量の季節的・長期的変動を把握するとともに一次生産量を測

、 。定したところ 有光層積算一次生産量は 月から 月にかけて増加傾向を示した8 10
長期的変動としては、プランクトン沈殿量の月別平均値は、 ～ 年頃までは1976 86
福岡・佐賀両県で高い値が観測されたが、 年以降は佐賀県のみで高い値がみられ94

7 8 1 3た。季節的変動としては、プランクトン沈殿量は、 ～ 月に若干増加し、 ～

月に大幅増加した。水平分布としては、プランクトン沈殿量の中心は、佐賀県に多

い傾向が認められた。

赤潮原因生物の増殖特性、栄養塩摂取特性の解明を行ったところ、リゾソレニア

・インブリカータ（ ）の休眠胞子は検出されず、本種が休眠Rhizosolenia imbricata
胞子を作らない種であること、外洋域由来であることが示唆された。また、リゾソ

レニア・インブリカータ（ ）を培養し、低光強度低栄養条件Rhizosolenia imbricata
下で増殖することを明らかにした。有明湾内の主要珪藻の休眠胞子の平均存在密度

は、ほとんどすべての調査点で高く、特にスケレトネマ（ ）とタラシオSkeletonema
シラ（ ）の平均値は瀬戸内海の 倍に達した。Thalassiosira 10
有害プランクトンの分布特性を把握したところ、 年 ～ 月の有明海北部に2001 5 8
おける珪藻類の水平分布では、筑後川河口で全細胞数は最も高く、一方、鞭毛藻類

は鹿島市から竹崎にかけて多かった。
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（６）漁業生産

①国調費調査

有明海における漁業生産の長期的な推移を検討したところ、ノリ収穫量は、福岡

有明、佐賀有明及び熊本有明の収穫量が多く、長崎有明と天草有明の収穫量が少な

い傾向にあった。貝類の漁獲量は、特に熊本有明の減少が顕著であった。漁獲量の

ピーク時の対象は主にアサリとハマグリ類であり、大半は熊本有明で漁獲されてい

たが、 年代以降激減すると、それまで漁獲量の少なかったサルボウ類が漁獲の1980
主体となり現在に至っている。タイラギ及びアゲマキは年による変動が大きいが、

タイラギは 年代前半以降激減し、アゲマキは 年代前半以降ほとんど漁獲され80 90
ていなかった。

②行政対応特別研究

二枚貝の生理・生態に関して、濾過海水で飼育した場合、タイラギの体内グリコ

ーゲン量の低下は、アサリ・サルボウに比べて大きく、タイラギは低餌料環境への

耐性が弱いことが確認された。タイラギの飼育実験により、有明海の浮泥には餌料

効果があり、無機粘土鉱物は活力を低下させる影響があることが示唆された。

3また 窒素ガス吹き込みにより 無酸素に近い状態で飼育した場合 タイラギは、 、 、

日間で死亡し、アサリは 日目から死亡し始め、 日後に全滅した。3 6
諫早湾沖合漁場に移植したタイラギの生残率の低下は、網防護によって被害が抑

えられ、カニ、ナルトビエイ等による食害も、最近の減耗要因の一つであることが

推察された。



７ 中・長期開門調査の検討

（１）開門方法と調査範囲

１）開門方法

中・長期開門調査の開門方法は、開門（海水導入）によりどのような現象の発生を

期待し、どのような観測データを得るのか、調査の目標を達成するために必要な開門

（海水導入）の規模、期間はどのようなものかを検討し決定されるものである。さら

にそれに併せて開門調査に必要な被害防止対策等を講じることとなる。

本専門委員会においては、期待される成果等を検討するに当たって、開門方法に洪

水時等における防災機能の維持、かんがい用水の確保等の制約条件を設けるかどうか

議論したが、制約条件を設けない常時開門と、制約条件を設ける短期開門調査と同様

の開門条件という２ケースを念頭におきつつ検討することとした。

①常時開門

排水門のゲートを常時全開するもので、調整池内の水位変動が外潮位に連動して

変化するケースである。シミュレーション結果によれば、調整池内の水位は大潮時

には標高 ～－ ｍの範囲で変動すると予測される。また、その時には排水門2.0 1.5
付近に相当速い流速が発生すること及び防災機能が低下すること等が予測される。

この場合、被害防止対策等にかなりの期間と費用を要することが想定される。

②短期開門と同様の開門条件

短期開門調査と同様に背後地に対する防災機能を維持するため、調整池水位を通

常の管理水位である標高－ ～－ ｍの間で管理しつつ海水導入を行うケース1.0 1.2
である。この場合も、洪水期やかんがい期における被害防止対策等が必要となる。

２）調査範囲

中・長期開門調査の調査範囲や調査地点は、開門の方法とも対応して検討される必

要があるが、ここでは、調査範囲は有明海全域と想定した。
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（２）期待される成果

本専門委員会では、従来の有明海の環境変化に係る各種調査データ、平成１２年のノ

リ不作を契機に実施された有明海の環境改善に係る総合的な調査等の結果を踏まえ 中、「

・長期開門調査に期待される成果」について、委員の意見の要点をノリ不作等第三者委

員会の「見解」に示された６項目の事象毎に整理した。

①潮位・潮流

「 」 、 「（ ）ノリ不作等第三者委員会の 見解 では 有明海の流動について 潮受堤防の

締切による流速の変化は必ずしも明確ではないが、潮位差の減少という有明海全体

の問題に締切が大きく影響していることは否めない 」としたうえで 「まず、種々。 、

の条件でのシミュレーションを行う必要がある 」とされている。。

この趣旨に沿って、開門総合調査では、有明海全体の流動の状況を再現できるコ

ンピュータ解析モデル（国調費モデル）を用いたシミュレーションによって、潮受

堤防が有る場合と無い場合の計算結果を比較し、諫早湾干拓事業による有明海の流

動の変化の程度を推定している。この結果、潮流については、影響が諫早湾周辺海

域までに止まっていた。また、潮位については、計算結果からは潮受堤防の有無に

よって大潮差（年平均値）で ～ ％の差が現れたが、観測データの解析から0.8 1.5
は、潮受堤防工事の前後で明らかな変化はみられなかった。

本専門委員会においては、漁業者は流動が変わったと実感し、その流動変化の原

因が不明であることから不安を感じており、実際に長期間、大きく開門しての調査

を実施しなければ納得を得ることはできない。また、長期間、大きな開門を行って

の開門調査により、諫早湾内の流動や入退潮量の著しい低下等の現象について知見

が得られるとの意見がある。

一方、海洋工学的な観点からは、仮に全面開門して海水導入を行ったとしても、

地形条件、境界条件が潮受堤防建設前とは異なるため、潮受堤防がない場合の流動

条件とは大きく異なったものとなることから、実測データが直接的に潮受堤防の有

明海の環境への影響を示すものとはならない。さらに、実際の海域における流動場

は地象・気象・海象の多様な要因の下で時々刻々変動するため、開門による海域へ

のインパクトのみを観測によって抽出することはほとんど不可能に近く、種々の条

件設定が可能なシミュレーションによる検討のほうが優れているとの意見がある。

また、短期開門調査と同じ水位変動の中・長期開門調査では、短期開門調査と同

じ程度の成果しか期待できないとの意見がある。

②水質・干潟

ノリ不作等第三者委員会の「見解」では、有明海の水質について 「失われた浄、

化機能はかなり大きいものと考えられる。浄化機能が失われれば当然河川からの流

入負荷が海域に達する割合は増え、したがって海域への負荷は増大したことにな

る 」とされている。。

開門総合調査では、佐賀県沖の泥質干潟において現地調査や室内試験を行い、潮
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受堤防締切以前に行われた諫早干潟の生物調査結果等も使用して、諫早干潟の水質

浄化機能を推定するとともに、潮受堤防が有る場合と無い場合について有明海の水

質をコンピュータによって計算し、浅海定線調査や公共用水域水質測定の観測デー

タとあわせて、潮受堤防の影響を検討している。その結果、潮受堤防の有無あるい

は諫早干潟の有無によって諫早湾外の有明海の水質には有意な差はみられず、浅海

定線調査、公共用水域水質測定、環境モニタリング等の観測データからも、潮受堤

防の締切前後で、これに起因すると考えられるような水質の変化は確認されていな

い。

本専門委員会では、海水導入によって短期開門調査時にみられたような調整池内

の水質変化が期待されたり、汽水域における新たな干潟の形成とその浄化機能を観

測できるとの意見や、諫早湾特有の水質、底質、生物量等の環境特性を探るため継

続的に実測値を得ることが重要であるとの意見がある。

一方、かつての諫早干潟の浄化機能の評価・推定は、締切堤防建設以前の状態が

再現されない状態では、評価は困難とする意見がある。

調整池内の生物相の遷移の観点からは、全面開門による海水導入を行えば調整池

内に干出を繰り返す領域が生じ、淡水性生物が死滅し海水性の生物相が生じるが、

陸地化等が進んだことによる影響もあって底質状態は従前の干潟とは異なっている

ので、かつての諫早干潟のような泥質干潟の生物相を再現することはできないとの

意見がある。また、潮受堤防がない状態の諫早干潟とは潮汐や流況等の条件が異な

ったものとなるため、形成される生態系は諫早干潟のそれとは異なるものとなると

ともに、現在の淡水湿地の生態系から安定した海域の干潟生態系に移行するまでに

は長期間を要するとの意見がある。さらに、水位制限を行っての海水導入では、淡

水性、海水性の環境が交互に出現することとなり、生物相は安定しないので諫早干

潟を再現したような物質循環、水質浄化機能を調査することは難しいとの意見があ

る。

また、環境モニタリングの経年変化をみれば、潮受堤防外の水質は、潮受堤防の

締切前後でほぼ横ばいで推移している上、水質の変化も様々な気象・海象条件に支

配され大きく変動するために、実測データが得られたとしても開門の影響かどうか

見極めることは困難であるとの意見がある。

③貧酸素水塊

ノリ不作等第三者委員会の「見解」では、有明海の貧酸素水塊の発生について、

「排水門からの局所的かつ間歇的に放出される淡水が密度差をつくり、成層形成を

助けている 」とされている。。

開門総合調査では、現地観測と数値シミュレーションから、調整池からの排水は

諫早湾湾奥の表層の塩分低下現象として観測されるものの、平成 年夏季の貧酸14
素現象に関するような諫早湾全域にわたるような塩分躍層の形成には、諫早湾外か

らの低塩分水の供給が関与しているものと考えられるとされている。また、諫早湾

1970と佐賀県沖で底質の酸素消費速度は類似した値を示すとともに、佐賀県沖では

年代から貧酸素現象が観測されており、平成 年夏季には、諫早湾内で貧酸素水14
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塊が形成されたのとほぼ同時期に佐賀県沖でも貧酸素現象が観測され、酸素飽和度

は北部海域で低くなる傾向がみられた。

本専門委員会においては、貧酸素現象について、開門によって排水が淡水から海

水になることや、諫早湾内における一定の流動変化によって、密度成層の形成状態

の変化に関する知見が得られる可能性はあるとの意見がある。

一方、諫早湾での貧酸素水塊の発生についての既往の調査結果によれば、諫早湾

と諫早湾外の有明海での貧酸素水塊の発生は別個のものであることが明らかになっ

てきており、開門しても有明海での貧酸素水塊の生成のメカニズムの解明は期待で

きないとの意見、貧酸素現象は、地象、気象、海象の時間的、空間的な変化等、多

くの要因が複雑に関係した現象であり、開門調査によって、潮受堤防締切の影響が

あるかどうか判断することは困難との意見、海洋工学的な観点からみて、仮に全面

開門して海水導入を行ったとしても、地形条件、境界条件が潮受堤防建設前とは全

く異なるため、開門により形成される新たな流動条件等の物理的環境の場での貧酸

素現象を調べることになり、潮受堤防が有明海の環境に及ぼした影響をみることに

はならないとの意見がある。

④底質・底生生物

ノリ不作等第三者委員会の「見解」では、諫早湾の底質について「締切堤防前面

の海域に浮泥が溜まり、底質が細粒化していると言われる。これは干拓事業の事前

の環境影響評価で、流速の低下に伴って起こると予測されていたことでもある 」。

とされている。

開門総合調査ではコンピュータ解析からは、諫早湾湾口の一部で潮受堤防により

底質が細粒化する傾向がみられたが、観測データからは、湾口付近の底質の粒度に

ついて一定の変化傾向はみられなかった。

本専門委員会では、長期に大きく調整池に海水を導入することにより諫早湾内の

底質の改善、底生生物の変化が見られるのではないかとの意見がある。また、開門

調査により新たに生ずる諫早湾内の堆積領域と洗掘領域の把握が可能とする意見が

ある。

一方、全面開門して海水導入を行ったとしても、潮受堤防がある状態では、新し

い環境を人工的に創り出すことになるので、開門調査はこの新しい環境を対象にし

た調査となり、潮受堤防が有明海の環境に及ぼした影響をみることにはならないこ

とを認識することが重要との意見がある。開門による諫早湾内の底生生物への影響

は、底生生物の変化を引き起こしている要因が複合的なものであるため、数年かけ

調査を行っても開門の影響を判定することは困難との意見がある。

⑤赤潮・プランクトン

ノリ不作等第三者委員会の「見解」では、有明海の赤潮について「 年の締切1997
以後、長崎、熊本両県では発生件数が増えており、福岡、佐賀両県では締切前後の

発生件数に有意差はない」とされ、また「開門調査で赤潮発生件数の増減を直接観

測することは困難であろう 」とされている。。
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本専門委員会では、ノリの色落ちの原因となる赤潮は諫早湾で発生したものがひ

ろがったものではないかと漁業者は非常に不安視しており、開門調査の実施により

不安を解消することができるとの意見がある。また、開門調査によって赤潮を形成

する植物プランクトンの種類の変化を明らかにすることができるとの意見や、赤潮

発生のメカニズムを検討するために開門して有明海の赤潮発生がどのように変化す

るかを観測する必要があるとの意見がある。

一方、赤潮発生のメカニズムについては未解明の部分が多く、プランクトンの種

類によってもかなり相違があるといわれている状況で、その原因を特定し物理的要

、 、 、 。因 特に 潮受堤防締切と直結させて解明することは 困難であるとの意見がある

また、栄養塩、塩分、水温、日射量、透明度、貧酸素、風波による表面の攪乱等関

係する要因が多いため、開門してプランクトンの観測結果を得たとしても、これを

開門との関連で解釈、検討することは難しいと考えられ、引き続き有明海の赤潮発

生のメカニズムの解明に向けての努力が必要であるとの意見がある。

⑥漁業生産

ノリ不作等第三者委員会の「見解」では 「 年代後半からの減少に 年代末か、 70 80
らの諫早湾干拓事業が影響を及ぼす可能性はないので、二枚貝の減少と干拓事業の

関係を検討するとすれば、工事開始ないし締切以後のこととなる 「長崎県のタ。」、

イラギは工事開始後、すべての漁場は壊滅状態で、この資源の変化には生息域の底

質の変化、さらには底質の貧酸素化が影響している可能性が大きい 」とされてい。

る。

本専門委員会では、漁業生産は物理化学的な影響を受けた生態系の中で行われて

おり、漁業者はその生態系への影響が起こっていると不安に感じているので、全面

開門による開門調査を実施することによって漁業者を納得させることが必要との意

見がある。

採貝漁業の漁獲の減少は 年代後半から始まっているが、その漁業生産の変1970
動要因としては、貧酸素に対する耐性、長期間の減少傾向による種苗の減少、エイ

の食害、流動の低下、底質の泥化等、様々なものが考えられている。さらに、魚種

によっても漁獲量の変動要因が大きく異なるため、開門による物理化学的な影響が

漁業生産にどのように影響したかを明らかにすることは困難との意見がある。
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（３）調査による影響と対策

前項に述べたように、中・長期の開門調査の成果に関しては両論があるものの、開

門調査を実施するとすれば、それに先立ち十分な対策が必要であるということについ

ては、共通の認識がある。以下に、中･長期開門調査を実施した場合に考えられる影

響と対策の基本的な考え方を整理した。

開門調査の実施に当たっては、背後地の防災機能の確保、排水門等施設の安全性の

確保及び周辺農業・漁業への影響を最小限に留めることが大前提である。このため、

調査によって環境にどのような影響を与えるか予測と評価を行い、調査によって被害

が生じることのないよう、十分な対策を講じなければならない。また、その結果に基

づき、調査期間中はさらなる環境監視についても検討する必要がある。

中・長期開門調査によって発生することが予測される影響と対策は、以下のとおり

である。

１）諫早湾内の環境と漁業への影響と対策

短期開門調査においては、底泥の洗掘が生じない流速以下になるようにゲート操作

が行われたが、より大きな水位変動を与える場合には、排水門内外の近傍で速い流れ

が発生する。このため、浮泥や底泥の洗掘と巻上げが起こり、濁りが潮汐とともに調

整池内と海域を移動し、流速の遅い南北樋門間の潮受堤防近傍や諫早湾沿岸部のアサ

リ漁場などに堆積することが想定される。

このような調整池内の濁りの発生や大量の海水の出入りによる排水門の近傍の速い

流れ等により、諫早湾内の漁場環境や漁船航行への影響が想定される。このため、こ

れらの影響を事前に予測し、底泥の巻き上げを防止する等の対策を講じ、また湾内漁

業者の理解を得る必要がある。なお、開門の程度によっては、その影響は諫早湾内外

に及ぶことも考えられる。また、海水の導入によって、調整池内の大量の淡水生物が

死滅し、一時的に、調整池・諫早湾とも水質悪化や悪臭発生などが生じたり、調整池

内のヨシが枯れ、流れ出すことも考えられる。

２）背後地への影響と対策

調整池の塩水化にともなって、旧干拓地の水源となっている既設堤防の背後にある

潮遊池等に塩水が浸入し、背後地農地への塩害が生じる恐れがある。

このため、かんがい期・洪水期を避け、調整池水位を ～ に管理して行っ-1.0 -1.2m
た短期開門調査においては、既設排水樋門に調整池からの塩水浸入を防ぐ対策を講じ

た。また、洪水に対する対策等も行っている。

中・長期開門調査を行えば、短期開門調査に較べ影響を受ける期間と範囲が拡大す

るため、より多くの既設排水樋門等において、より確実な塩水浸入及び洪水対策が必

要となる。調査が長期に及ぶ場合には、特に潮遊池を水源としている地域では農業用

水が逼迫していることから、さらに別途かんがい用水を確保する必要がある。

このほか、潮風害(台風や強風によって調整池の塩水が巻き上げられて周辺に飛散

し発生する背後地の農作物の塩害)の発生が懸念されるが、可能な限りの対策を行っ
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たとしても、完全に防止することは難しいことに留意する必要がある。

３）排水門等施設の安全対策

排水門の近傍で生じる速い流れによって、排水門基礎の洗掘が起こり、排水門の安

全性に影響を及ぼすことが懸念されるので、排水門基礎部護床工の補強、拡張といっ

た対策が必要である。

この外、中・長期開門調査の実施方法によっては、施設の安全性に支障が生じる可

能性があるので、十分な対策を講じる必要がある。
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（４）調査のあり方と留意事項

本専門委員会では、中・長期開門調査に期待される成果、影響と対策に係る意見の

他に、諫早湾干拓事業が引き起こしたと指摘されている有明海の環境変化の諸事象の

解明、有明海の環境改善を念頭において 「調査のあり方 、あるいは「留意事項」に、 」

関しての意見が出されている。

①調査の進め方

調査の進め方に関する議論としては、先ず開門して海水導入を行い、その時に生

起する諸現象を観測することから始めるべきとする意見がある一方、開門による影

響を検出し解析するためには、先ず、環境変化のメカニズムを解明し、事前に予測

を行った上で、必要ならば開門調査等によりデータを取得する方法とすべきとする

意見がある。

、 、 、 、また 海域環境は地象 気象 海象条件の変動によって大きく変動しているので

この中に、開門（海水導入）というインパクトを与えたとしても、基礎的なメカニ

、 、ズムの理解が曖昧な段階で現地観測を行った場合には データは得られたとしても

それによって現象間の因果関係を解釈、検討することは困難であり、先ずは、既往

のデータや新規に得られるデータに基づいて、基礎的なメカニズムについての理解

のレベルを高めるとともに、現地観測を行うにあたっては、そのメカニズムを考慮

した体系的な観測体制を計画する必要があるとの意見がある。

②現地観測

現地観測に関しては、有明海については既に相当の調査が行われており、現状で

解析は十分行えるとする意見がある一方、これまでの観測では有明海の環境変化を

解析するには十分なものとはなっておらず、観測項目や観測体制を充実させること

も重要とする意見がある。

③シミュレーション

シミュレーションに関しては、局所的な流動や貧酸素現象、生物、生態系に関し

ては不十分な精度しかないとする意見がある一方、国調費モデルは既往の観測デー

タや短期開門調査によって得られた実測値により検証が行われており、十分な精度

を有するという意見がある。また、シミュレーションは課題に応じたモデルを構築

し、予測・評価の精度を高める必要があるとの意見がある。

さらに、事前の影響予測の手段として、シミュレーションを活用する必要がある

との意見がある。

④基礎的な調査・研究の必要性

有明海の環境変化のメカニズムに関しては、従来から関係県が行っている浅海定

（ 、 、 ）線調査や現在実施中の行政対応特別研究 水産庁が 関係県 大学と連携して実施
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等、各種の調査・研究が進められてはいるものの、なお引き続き検討を進める必要

があることについては、本専門委員会の共通理解である。

、 、 、また 有明海の調査・研究を進めるためには 調査点を多くして連続観測を行い

有明海湾奥、諫早湾周辺の海底の底質の状態の調査、気象との関連など総合的な集

約ができるような調査方法をとるべきとする意見や各機関の調査成果をいつでも閲

覧できるようなシステムが必要とする意見等がある。

⑤有明海漁業生産者の意識の観点

本専門委員会の検討においては、漁業者の不安を解消し納得を得るためには、大

きく開門して有明海湾奥の漁場がどう変化するかを漁業者自らが確認できるよう漁

業者の参加も得られるような現地調査が必要とする意見、さらに、福岡県並びに佐

賀県、熊本県の漁業者もそうであろうが、漁業者は開門の影響で一時的に有明海へ

の負の影響が出るのはやむを得ないが、中・長期開門調査を行うべきと考えている

との意見がある。

一方、諫早湾内の漁場については、短期開門調査のときでさえ被害が発生してお

り、中・長期の開門調査を行えば、さらに大きな被害が発生することが想定される

ことから、大きなリスクを冒してまで開門調査をすべきではないとの意見がある。

また、開門調査の実施を検討するにあたっては、先ず、中期の開門を実施し、そ

の後、長期の開門調査について考えていくような形での検討のプロセスがみえない

と漁業者は納得しないであろうとの意見がある。
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８ まとめ

（有明海の現状）

有明海は、九州の西岸に南から入り込んだ内湾で、福岡、佐賀、長崎、熊本の４県に

囲まれている。その面積は約 ㎞ 、容積は約 億ｍ 、平均水深約 ｍ、年間流1,700 340 20２ ３

入量約 億ｍ 、流域面積は約 ㎞ であり、流域の大部分は有明海の東側に偏っ145 8300３ ２

ている。最も流域面積の広い河川は筑後川で、 ㎞ と有明海全流域の約３分の１を2,860 ２

占めている。潮受堤防内側の調整池の面積は約 ㎞ 、容積は約 億ｍ 、年間流入20 0.29２ ３

4.3 249 1.2 0.08量約 億ｍ 、流域面積約 ㎞ で、有明海に対する比率は、それぞれ ％、３ 2

％、 ％、 ％である。有明海に流入する水量は、日平均で約 万ｍ あり、その3.0 3.0 3,800 ３

約７～８割が筑後川を始めとする有明海東側の河川から流入している。諫早湾干拓事業

の調整池流域から流入する水量や負荷量(平成 年）は有明海全体の１～２％である。13
有明海の潮位・潮流は、近年の外海における平均潮位の上昇や潮位差の減少、河川か

らの流入量の変化、気象状況の変化、これまでの各種開発に伴う地形変化等の複合的な

要因に影響されているものと考えられる。また、有明海の水質は、 年代以降、長期1970
的には富栄養化の傾向がみられるものの、最近 年間では湾奥の一部を除き、富栄養10
化の進行はみられていない。

、 、有明海湾奥部での貧酸素現象については 佐賀県沖で 年代より観測されており1970
長期間の観測データからは貧酸素現象の発生頻度が増加する傾向はみられていない。

有明海湾奥部の底質は、 年前から細粒化する傾向がみられる一方で、諫早湾では、20
。 、潮受堤防の締切前後で底質の粒度や底生生物に大きな変化は認められていない さらに

年度以降の 年間でみると、有明海の赤潮発生件数は、長崎、熊本県沖で増加傾1988 15
向にあるが福岡、佐賀県沖では横ばい傾向にあり、赤潮発生延べ日数は佐賀県沖を除く

福岡、長崎及び熊本県沖で増加傾向にある。一方、赤潮発生平均日数は年度によるバラ

ツキが大きく明らかな変化傾向はみられない。

有明海の全体の漁獲量は、年によって変動はあるもののほぼ一定であり、その内訳は

海面漁業が減少する一方、ノリ養殖が増加している。ノリの作況をみると、たびたび不

作が起こるなど不安定な状況にあるが その原因は年によって異なるものの 大半は あ、 、 「

かぐされ病 「壺状菌 「スミノリ症 、栄養塩不足による色落ちなどによるものであ」、 」、 」

る。このような中、平成 年９月 日のノリ不作等第三者委員会の「有明海のノリ不13 20
」 、 、作の対策等に関する中間取りまとめ 等によれば 平成 年のノリ不作の主な原因は12

外洋性の大型珪藻（リゾソレニア・インブリカータ）の赤潮の広域的かつ連続的な発生

にともなう養殖漁場での栄養塩濃度の低下による著しい色落ちであり、この赤潮は秋季

の大量降雨に引き続く晴天の持続に高水温が加わったかなり異常な気象・海象によって

発生したと考えられるとしている。また、採貝漁業の漁獲は、 年代後半から減少が1970
始まっている。

（諫早湾干拓事業と有明海）

諫早湾干拓事業においては、事業開始前に環境影響評価を実施するとともに、これに

基づいた環境監視（環境モニタリング）を、事業開始以来、諫早湾地域を中心とした範
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囲において継続してきている。また、平成 年には、それまでの環境モニタリング結13
果を踏まえた、環境影響評価に係るレビューを実施しており、環境の変化は環境影響評

価の予測の範囲内にあることを確認している。

、 、 、一方 有明海においては 漁場環境を中心とした環境変化が起こってきた事実があり

平成 年のノリ不作を契機として、諫早湾干拓事業と有明海の環境変化の関係につい12
て、改めて検討を求めたのが、ノリ不作等第三者委員会の「見解」であったと理解され

る。この「見解」を受け平成 年度より実施された開門総合調査では、有明海におけ14
る海域環境の諸事象の変化に対する要因のうち諫早湾干拓事業を取り出して、短期開門

調査、干潟浄化機能調査、流動解析等調査が実施され、事業による有明海への影響が検

討されたところ、諫早湾干拓事業による有明海への影響は検討項目により影響の程度に

違いが見られるものの、ほぼ諫早湾内に止まっており、諫早湾外の有明海全体にはほと

んど影響を与えていないという結果が得られている。

また、同時並行的に行われた国調費調査や行政対応特別研究により、有明海の環境特

性の解明が、研究データや数値解析結果をもとに深められてきており、有明海の環境変

化の実態が明らかになりつつある。

（中・長期開門調査に係る検討結果）

本専門委員会では、検討会議からの専門的付託事項に沿って、諫早湾干拓事業が影響

を及ぼしたとされる有明海の事象６項目について、開門総合調査の結果等ノリ不作等第

三者委員会の「見解」以降に得られた新たな知見も踏まえ、中・長期開門調査について

検討を重ねた。

中・長期開門調査で期待される成果を議論して行く中で、漁業者の懸念を払拭するた

めには、先ず、長期間にわたり大きく開門して有明海の状況を見るべきとする意見と、

専門的・技術的観点からすれば諫早湾干拓事業が有明海に及ぼした影響について、開門

し調査したとしても具体的な成果は期待できないとする意見の相違が明らかになってき

た。ただし、開門することによる影響と対策の必要性については、一部に被害が出ても

やむを得ないとする意見があるものの、事前に十分な検討が必要とする意見が大半であ

った。なお、これら意見の相違については、７の（２）及び（４）に両論を紹介した。

ここでは、まず付託事項の趣旨に沿って、専門的・技術的な面から中・長期開門調査に

ついての意見を総括してみることとする。

有明海の環境変化のうち、物理的・化学的な環境の変化については、仮に潮受堤防の

排水門を長期間にわたり、できるだけ大きく開門して海水導入を行ったとしても、潮受

堤防締切前の地形条件とは異なるうえに、当時の気象、海象等の条件が再現されること

も期待できないために、ここで形成される海域環境は、潮受堤防締切前の環境とは大き

く異なるものとなることに留意する必要がある。この意味では、開門調査は排水門の操

作によって新たに創出される海域環境に係る調査として捉えられなければならない。

また、赤潮・プランクトン、底生生物、二枚貝などの漁業生物等の生物に関する事象

については、有明海の生物の変動のメカニズムが十分に解明されていないことや、その

メカニズムについては行政対応特別研究等の基礎的調査研究が現在進められているとこ

ろであることを踏まえると、これらの事象については、海水導入した状態で観測データ
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を得たとしても、地象、気象、海象の複合的な要因により変動する環境条件の中で、観

測データから海水導入の影響を直接検出することは困難であろうとの意見がある。

これらのことを考慮すれば、開門調査による海水導入時の現地観測データから諫早湾

干拓事業が引き起こしたと指摘されている有明海の環境変化の諸事象について検討する

ことは、技術的に困難な課題を伴うことになるといえよう。

また、有明海の環境変化に対する漁業者の懸念を払拭するには、長期間にわたり大き

く開門しての開門調査が必要であるとする意見もある。しかし、長期間にわたり大きく

開門しての調査を実施した場合には、潮受堤防建設前とは異なる新たな人工的な環境を

創ることになり、諫早湾及び有明海の環境に対して、正のインパクトを与える可能性が

ある一方、負のインパクトを与える可能性もあることから、開門調査を実施するに際し

ては、事前に影響の程度を詳細に検討し、所要の対策を講じる必要がある。

なお、本専門委員会において複数の委員から意見があるように、漁業者が有明海の環

境変化を肌で感じ、危惧していることも事実である。有明海の環境変化が地象、気象、

海象の諸条件が複合的に関連しあう中で変化している実態や、このような有明海の環境

の変化と諫早湾干拓事業との関係に関する知見について、最新の調査研究成果も含め、

農林水産省等関係機関は漁業者に対して十分に説明し、相互理解を深めるべくより一層

の努力をすべきである。
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９ おわりに

本専門委員会では、検討会議からの付託事項に応えて、中長期開門調査に期待される

、 、 、 、 。成果 影響と対策 留意事項 調査のあり方の観点から 技術的な論点の整理を行った

一方、本専門委員会は、専門的・技術的立場からの検討に重きを置いたが、有明海の

環境について考える場合に、単に科学・技術の視点からのみではなく、有明海を漁業生

産の場として生活している漁業者の視点からも考えることの重要性について、各委員の

議論の端々に表明された。

このことを踏まえれば、今後、関係公共機関が十分に連携し、漁場環境の保全・改善

のための各種専門的な検討及び水産振興の施策を早急に実施することが重要である。本

専門委員会においても検討を行ったような有明海に係る各種調査の成果は、これを十分

活用するとともに、具体的には、有明海においては他の海域に見られないような従来か

らの浅海定線調査等の稠密な観測網があり、かなりのデータの蓄積があることから、こ

れらを活用し、有明海の環境改善に向けた解析を行うとともに、新たな自動観測機等の

整備を図り、調査項目の追加も望まれると考えられる。

さらに有明海全域における、現地観測の連携体制の充実を図り、観測データを関係機

関が共同して利活用するような体制を整備することによって、今後の漁海況予測や環境

予測の向上に生かしていくような取り組みが望まれる。併せて、漁業振興対策について

総合的観点から立案し、早急に実施されることが望まれる。

また、これらの検討にあたっては 「有明海及び八代海を再生するための特別措置に、

関する法律」に係る取り組みも国の支援を得つつ最大限活用することが考えられる。

さらに、国、有明海 県の水産関係機関、学識者及び漁業関係者の相互理解を深め、4
有明海の漁海況予報事業から漁場改善、整備事業等の水産振興に向けた連絡体制を高め

る必要があると考えられる。

これらの点は、本専門委員会として、与えられた課題の範疇を越えるところかもしれ

ないが、有明海の環境改善に向けて、付言した次第である。
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